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第15回 定時株主総会
招集ご通知

株式会社オンデック

2023年2月22日（水曜日）午前10時
※�開催時刻が前回と異なりますので、お間違
いのないようご注意願います。

開催日時

■  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本年は可能な
限り会場へのご出席をお控えいただき、書面による事前の
議決権行使をご推奨申しあげます。

■  会場にご出席される株主様には、アルコール消毒液の使用
とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

■  体調不良や37.5度以上の発熱が確認された株主様はご入場
をお断りする場合がございますので、ご理解のほどお願い
申しあげます。

証券コード  7360

大阪府大阪市中央区平野町４－２－３
オービック御堂筋ビル２階
オービックホールD

開催場所

※�開催場所が前回と異なりますので、末尾の
「定時株主総会会場ご案内図」をご参照いた
だき、お間違いのないようご注意願います。
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証券コード7360
2023年２月７日

株 主 各 位
大阪府大阪市中央区備後町３－４－１

株式会社オンデック
代表取締役社長 久 保 良 介

第15回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第15回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数なが

ら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表
示いただき、2023年２月21日（火曜日）午後７時までに到着するよう、ご返送いただきたくお
願い申しあげます。

敬具
記

1. 日 時 2023年２月22日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
（開催時刻が前回と異なりますので、お間違いのないようご注意願います。）

2. 場 所 大阪府大阪市中央区平野町４－２－３ オービック御堂筋ビル２階
オービックホールＤ
（開催場所が前回と異なりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内図」
をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。）

3. 目的事項
報告事項 第15期（2021年12月１日から2022年11月30日まで）事業報告及び計算

書類の内容報告の件
決議事項
議 案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。
◎資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類に修正が生じた場合は当社ウェブサイト（https://www.ondeck.jp/)
に掲載させていただきます。
◎お土産のご用意はありませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
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議 案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願い
するものであります。また、補欠監査役の予選の効力は、当社定款の規定に基づき、選任後
２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までの間であ
ります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

まつ ふじ あき のり

枩藤 章範（1981年６月19日生） ■所有する当社の株式数 6,006株
■略歴、地位及び重要な兼職の状況
2007年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人ト

ーマツ）入所
2019年２月 当社 入社
2019年６月 当社 経営企画室長

2019年12月 当社 経営企画室ディレクター（現任）

■補欠の監査役候補者とした理由
公認会計士としての豊富な経験と専門知識に加え、当社経営企画室の長のほか、内部監査担当者を兼務してお

り、当社の事業内容、組織体制及び内部統制等に精通していることから、監査役としてその職務を適切に遂行で
きると認められることから、適任であると判断しております。
（注）１ 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２ 所有する当社の株式数には、従業員持株会における持分を含んでおります。
３ 当社は、同氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額
について、法令の定める最低限度額とする内容の契約を締結することを予定しております。

４ 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に基づき、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契
約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたこと
により、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることになります。本議案が承認され、かつ同氏が監査役に就
任した場合には当該保険契約の被保険者に含められることになります。

以 上
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１．会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

株主の皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがたく厚く御礼申しあげます。ここに、当社第15

期の事業概況につきましてご報告申しあげます。
当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の普及に伴
い、経済活動の正常化への期待が高まる一方で、ロシアによるウクライナ侵攻、資源価格の
高騰、急激な為替変動などが重なり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社が営むＭ＆Ａアドバイザリー事業は、中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化を背
景とした後継者問題の深刻化や業界再編の手法としてのＭ＆Ａが有力な選択肢として認知が
進んでいることで、Ｍ＆Ａのニーズは高まっており、引き続き市場は堅調に拡大していくも
のと考えております。一方、市場の拡大に伴い、市場に対してモラルや品質の向上を求める
声が高まっております。中小企業庁による「中小Ｍ＆Ａ推進計画」の策定やＭ＆Ａ支援機関
に係る登録制度の創設など行政による事業承継推進施策に加えて、自主規制団体である「一
般社団法人Ｍ＆Ａ仲介協会」の設立など、官民が相互に連携した取組みを推進することで、
健全に市場が発展していくものと考えております。
このような事業環境下で、当社は公的機関や金融機関、各種専門家等の多様な業務提携先
とのネットワークの更なる拡大、強化を図るとともに、これらの業務提携先と連携してＷｅ
ｂセミナーなどのマーケティング施策を実施することでＭ＆Ａニーズの取り込みに努めるな
ど、営業活動を積極的に進めております。
結果として、当事業年度における成約件数は24件（前期18件）、平均報酬単価は55,800

千円（前期43,264千円）となり、売上高は1,339,199千円（前期比72.0％増）、営業利益
は213,304千円（前期比393.7％増）、経常利益は213,421千円（前期比486.9％増）、当期
純利益は151,316千円（前期比563.9％増）となっております。
なお、当社は、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業の単一セグメントであるため、セグメントに関
する記載は省略しております。
株主の皆様におかれましては、今後とも更なるご支援・ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜し
くお願い申しあげます。

（2）設備投資の状況
当事業年度に実施した設備投資等の総額は5,590千円であり、その主な内容はオフィス設
備、事務機器等の取得によるものであります。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
① 社内体制の強化
当社は今後の更なる事業拡大のため、積極的な採用等により従業員を増加させていく方
針ですが、組織規模の拡大に応じた更なる社内管理体制の強化・充実が重要な課題である
と認識しております。そのため、管理部門や情報システム分野の強化、内部監査の定期的
な実施、経営者及び従業員に対する研修の実施、監査役と内部監査及び会計監査人との連
携等を通じて、社内管理体制の一層の強化に取り組んでいく方針であります。

② 社会的信用力の向上
Ｍ＆Ａは、中小企業にとって非常に高度な意思決定を伴う、経営における最高難易度の
取組みのひとつであります。そのような重要な取組みの支援をお任せいただくためには、
高い社会的信用力を備えることが必要となります。また、小規模・中小企業のＭ＆Ａは、
大きな成長市場と目されていることから、近年は多数の競合会社の新規参入が相次いでお
りますが、提供されるサービスの品質水準は玉石混交であるのが現状です。そのような状
況下で、専門的知識や経験、ノウハウを活かした高品質のＭ＆Ａアドバイザリーサービス
を追求し、提供することが、当社の社会的信用力の向上につながり、ひいては業界全体の
健全な発展に資するものと考えております。そのために当社は、OJT（オン・ザ・ジョ
ブ・トレーニング）とOffJT（オフ・ザ・ジョブ・トレーニング）をミックスした効果的
な人材育成体制の構築とその不断のレベルアップに注力するとともに、社内メンバー間に
おいて経験から得られた情報や知識（ナレッジ）を共有するしくみ等を整備することで、
サービス品質の維持向上に努め、社会的信用力の向上につなげてまいります。

③ 人材の確保と育成
当社は、上述のとおり、高品質なＭ＆Ａアドバイザリーサービスを提供できるよう目指

しておりますが、そのためには専門性の高い経験豊富な人材の確保と育成が事業拡大を目
指すうえでも重要な課題であると認識しております。
人材の確保については、積極的な採用活動を実施し、当社の考えに共感できる人材の採
用を行ってまいります。人材の育成については、採用した人材のモチベーションを向上さ
せる人事諸制度の構築を行うことで、コンサルタントの能力を最大限発揮できる企業文化
の醸成や、社内研修及び業務プロセスのマニュアル化を通じてより高い倫理観を持ち、高
品質なサービスを提供できる人材の育成に努めてまいります。
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④ 譲渡案件のソーシング・マッチング力の強化
高品質なＭ＆Ａアドバイザリーサービスの提供が、当社が最も重要視する事項であり、

その結果、過去に提供したサービス水準のクオリティに満足した顧客又はその支援者（金
融機関、士業等専門家）からの紹介案件が多いことが当社の特徴であると考えております
が、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業の持続的成長とその加速のためには、譲渡案件のソーシン
グとマッチング力の強化が必要であると認識しております。当社は、差別化要素であるＭ
＆Ａアドバイザリーサービスのクオリティの更なる向上と並行して、現在協業関係にある
各地の事業承継・引継ぎ支援センター（注）や金融機関及び士業等専門家並びに投資会社
等との信頼関係向上を図り、優良案件の獲得を継続してまいります。
また、譲渡候補企業に直接アプローチを行う営業手法の拡充や、Ｍ＆Ａ検討企業に対し
て有用な情報をWeb上で提供するプラットフォームの構築を図ることで、更なる優良案
件の獲得とマッチング精度の向上を目指してまいります。
（注）事業承継・引継ぎ支援センターとは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、経営者の高齢化に

よる事業の引継ぎを親族や第三者へ行うことを支援することを目的に各都道府県に設置している
公的機関であります。

⑤ 案件管理体制の構築
当社は、譲渡希望者の社内システムへの登録から案件化フェーズ、マッチングフェー
ズ、エグゼキューションフェーズに至る主要プロセスやサブプロセスにおける進捗、把握
した課題及びその解決状況等を社内メンバーに適時に共有し、意見を交換することで総合
力の発揮を図り、また、専門知識を活かすための適切な案件担当者の配置（アサインメン
ト）とナレッジの共有を行うことで、高品質なサービスを均質的に提供しうる体制の整備
を進めております。また同時に、これらの管理体制を充実させることで、成約率の向上
や、クロージング時期を適切に把握できる体制の構築を目指しております。
当社は、週に一度の案件進捗報告と課題解決のための会議を行い、Ｍ＆Ａ案件の経験が
豊富な経営陣に加え、各分野の専門家（公認会計士、弁護士等）より様々な観点から案件
の進行プロセスやストラクチャ等に対する見解を出し合い、進捗状況の共有を行っており
ます。併せて、案件毎に想定されるクロージング時期が適切か否かの見直しを行っており
ますが、Ｍ＆Ａは譲渡企業にとっても買収企業にとっても重要な、高度の意思決定事項で
あることから、当社のコントロールが及ばない領域の諸要因により、スケジュールが当初
計画に比して遅延する場合があります。
上記の課題の影響をより小さなものとすべく、案件管理システム（マネジメント単位の
分化など組織体制を含む）の導入・構築や運用の徹底を図り、より適切な品質管理を含む
案件管理体制を推進してまいります。
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（5）財産及び損益の状況の推移

第12期
2019年11月期

第13期
2020年11月期

第14期
2021年11月期

第15期
(当事業年度)
2022年11月期

売 上 高 647,580千円 811,815千円 778,759千円 1,339,199千円

経 常 利 益 122,001千円 137,487千円 36,362千円 213,421千円

当 期 純 利 益 78,087千円 89,482千円 22,791千円 151,316千円

１株当たり当期純利益金額 31.47 円 36.07 円 8.06 円 52.84 円

総 資 産 630,637千円 879,426千円 1,330,166千円 1,774,963千円

純 資 産 462,336千円 551,818千円 1,120,054千円 1,271,320千円

１ 株 当 た り 純 資 産 額 186.35 円 222.42 円 391.15 円 443.98 円

（注）当社は2020年５月29日付で普通株式１株につき100株、2020年10月30日付で普通株式１株につき30
株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当
期純利益金額及び１株当たり純資産額を算定しております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（7）主要な事業内容
事 業 事 業 内 容

Ｍ＆Ａアドバイザリー事業 企業が買収や合併を行う際に譲渡希望者と買収希望者の仲介、又はいずれか
一方のフィナンシャルアドバイザーとして助言を行うものであります。

（8）主要な営業所
名 称 所 在 地

大阪本社 大阪府大阪市中央区備後町３－４－１ 備後町山口玄ビル３Ｆ

東京オフィス 東京都千代田区永田町１－11－28 合人社東京永田町ビル３Ｆ
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（9）従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

50名 ＋12名

（注）従業員数は就業人数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時
雇用者数（契約社員及び人材会社からの派遣社員）は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省
略しております。

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

株式会社みずほ銀行 14,260千円

２．会社の株式に関する事項（2022年11月30日現在）
（1）発行可能株式総数 9,600,000株

（2）発行済株式の総数 2,863,500株（自己株式 35株を含んでおります）

（3）株主数 1,353名

（4）上位10名の株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

久保 良介 778,900株 27.20％
舩戸 雅夫 778,900株 27.20％
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号株式会社 249,800株 8.72％
株式会社ペイフォワード 150,000株 5.24％
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) 134,100株 4.68％
株式会社タケオホールディングス 81,000株 2.83％
オンデック従業員持株会 50,387株 1.76％
８G HOLDINGS株式会社 32,500株 1.13％
株式会社SBI証券 20,500株 0.72％
楽天証券株式会社 14,400株 0.50％
（注）持株比率は、自己株式35株を控除して計算しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

名 称 第１回新株予約権
発行決議日 2020年５月28日

新株予約権の数 1,984個

保有人数
当社取締役（社外役員を除く） １名

新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式 59,520株
（新株予約権１個につき30株）

新株予約権の発行価額 １個当たり０円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株当たり1,589円

新株予約権の行使期間 2022年６月１日～2030年５月28日

（注）新株予約権の主な行使条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社あるいは当社関連会社の役員及び従業員その
他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、諸般の事情を考慮のうえ、取締役会が特例とし
て認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の
うえ、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。

（2）当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等
氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況
久 保 良 介 代表取締役社長

舩 戸 雅 夫
代表取締役副社長
Ｍ＆Ａアドバイザリー第１部
マネージングディレクター

山 中 大 輔
取締役東京オフィス長 兼
Ｍ＆Ａアドバイザリー第２部
マネージングディレクター

大 西 宏 樹
取締役
管理部マネージングディレクター 兼
管理部人事総務グループマネージャー

谷 井 等 取締役

株式会社ペイフォワード 代表取締役
シナジーマーケティング株式会社 取締役会長
株式会社マンダム 社外取締役
株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役
株式会社スペースエンジン 社外取締役
株式会社エニキャリ 社外取締役
ハッピーPR株式会社 代表取締役
国立大学法人神戸大学 客員教授

村 田 健一郎 常勤監査役

森 山 弘 毅 監査役 野村綜合法律事務所 パートナー

野 村 政 市 監査役
朝日税理士法人 代表社員
誠光監査法人 代表社員
野村公認会計士事務所 代表
株式会社ナード研究所 監査役

（注）１ 谷井等氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 村田健一郎氏、森山弘毅氏及び野村政市氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 当社は、東京証券取引所に対し、谷井等氏、村田健一郎氏、森山弘毅氏及び野村政市氏の４名を独立

役員として届け出ております。
４ 野村政市氏は公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
社外取締役谷井等氏、監査役村田健一郎氏、森山弘毅氏及び野村政市氏は当社と会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償の責任限度額は、法令の定める最低限度額としてお
ります。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社の役員等（取締役、監査役及び管理職従業員）を被保険者とする会社法第430

条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保
険料は全額当社が負担しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員等の地位に基
づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保
険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補填するものです。
なお、当該役員等賠償責任保険契約によっても被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違
法に受けたことに起因するものや、犯罪行為と認識しながら行った行為等に起因する賠償責
任については補填の対象としないこととしております。

（4）取締役及び監査役の報酬等
① 事業年度に係る報酬等の総額

区分 支給人数 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
基本報酬 賞与

取締役
（社外取締役を除く） ４人 79,000 63,000 16,000

監査役
（社外監査役を除く） － － － －

社外取締役 １人 2,160 2,160 －
社外監査役 ３人 11,520 11,520 －

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年10月29日開催の臨時株主総会決議により、年額

300,000千円以内であり、当該株主総会終結時点の取締役の員数は５名であります。
監査役の金銭報酬の額は、2019年２月26日開催の定時株主総会決議により、年額
30,000千円以内となっております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は２名であり
ます。
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③ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は役員報酬規程、監査役会規程及び監査役監査基準により、取締役及び監査役の報
酬は株主総会で定めた上限金額の範囲内で決定することとしております。
各役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役の基本報酬と賞与
については業績・財務状況や各取締役の貢献度、業績目標の達成度等を総合的に判断して
取締役会にて個人別の報酬額を決定することとしております。当事業年度の各取締役の報
酬額は、上記の方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判
断しております。
監査役については、常勤・非常勤の別や監査業務分担状況等を考慮して監査役で協議の
うえ、個人別の報酬額を決定しております。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
氏 名 区分 重要な兼職の状況 当該他の法人等との関係

谷 井 等 取締役

株式会社ペイフォワード 代表取締役
シナジーマーケティング株式会社 取締役会長
株式会社マンダム 社外取締役
株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役
株式会社スペースエンジン 社外取締役
株式会社エニキャリ 社外取締役
ハッピーPR株式会社 代表取締役
国立大学法人神戸大学 客員教授

重要な取引その他の開示す
べき関係はありません。

森 山 弘 毅 監査役 野村綜合法律事務所 パートナー 重要な取引その他の開示す
べき関係はありません。

野 村 政 市 監査役
朝日税理士法人 代表社員
誠光監査法人 代表社員
野村公認会計士事務所 代表
株式会社ナード研究所 監査役

重要な取引その他の開示す
べき関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
地位及び氏名 主な活動状況

取締役
谷井 等

当事業年度に開催された取締役会14回中、13回に出席いたしました。長年にわたる
企業経営の経験で培った知見を活かし、経営全般に関わる事項や、内部統制に関わる
事項等、多角的見地から有用な指摘、意見を述べるなど、取締役会の意思決定・適正
性を確保するために社外取締役としての役割を果たしております。

監査役
村田 健一郎

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席いたしました。また、当事業年度
に開催された監査役会13回全てに出席いたしました。銀行勤務・企業経営・管理担
当取締役経験等多くの経験から得た知識と、常勤監査役であることから当社を日常的
に監査する立場から経営全般に関する事項や内部統制に関する事項に加え、日常業務
に関する適時的確な指摘と意見を述べております。また、監査役会のみならず、社外
役員全体のコミュニケーションを図る機会を積極的に設けるなど、社外監査役として
の役割を果たしております。

監査役
森山 弘毅

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席いたしました。また、当事業年度
に開催された監査役会13回全てに出席いたしました。弁護士としての専門的知識と
経験から特に法令面、コンプライアンス面での有用な指摘と意見を述べるなど、社外
監査役としての役割を果たしております。

監査役
野村 政市

当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席いたしました。また、当事業年度
に開催された監査役会13回全てに出席いたしました。公認会計士・税理士としての
専門的知識と経験から特に会計、財務及び内部統制に関する有用な指摘と意見を述べ
るなど、社外監査役としての役割を果たしております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等及び監査役会が同意した理由

報酬等の額
ａ．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,200千円

ｂ．当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の額の合計額 14,200千円

（注）１ 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査の報酬額と金融商品取引法等に
基づく監査の報酬等とを区分しておらず、また実質的に区分できないため、a.の報酬等の額には金融
商品取引法等に基づく監査の報酬等の額が含まれています。

２ 監査役会は取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な情報を入手し、その報告を受けて、前事
業年度の監査計画と実績の比較や当社の規模、事業特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、これらに
ついて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意をして
おります。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず
れかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案し
て、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該
決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備及び運用に関する事項
（1）業務の適正を確保するための体制等の概要

当社は、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議し、その基本方針に
基づき、内部統制システムの整備を行っております。基本方針については、経営環境の変化
に応じて適宜見直すこととしております。この基本方針の概要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社が企業としての社会的責任を果たし、職務の遂行が適法かつ適切であることを確保
するため、企業理念・ビジョン・行動原理を掲げ、具体的な行動指針を規定しこれを遵
守するとともに、社内に浸透させるための施策を継続的に実施する。
・「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、規程に基づき会社運営を行う。
・取締役会は、法令・定款及び取締役会規程等に従い各取締役が職務を遂行していること
を監督し、監査役は取締役会等の重要な会議に出席する等の方法により、取締役の職務
執行を監査する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類
を適切に保管・管理を行う。なお、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧するこ
とができる。
・営業秘密の不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「情報管理
規程」、「情報システム管理運用規程」及び「個人情報取扱規程」並びに「特定個人情報
取扱規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の危機回避及び危機が発生した場合における被害の最小化を目的とする「リスク管
理規程」を制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント体制の構築に努める。
・「リスクマネジメント委員会」を原則として年４回開催し、広範なリスク管理について
の協議を行い、リスクへの対策を検討する。
・緊急事態発生の際には、代表取締役社長が直ちに対策本部を設置し、情報の収集・分
析、対応策・再発防止策等の検討を行い、取締役会との速やかな連携を図り、事態の早
期解決に努める。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開
催し、事業年度の経営方針、計画を定めこれらに基づき職務を執行・結果分析と対応方
法の検討などを円滑に実施する。
・意思決定の迅速化のため、「組織管理規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、及び
「稟議規程」に従って、効率的に職務の執行を行う。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社が企業としての社会的責任を果たし、職務の遂行が適法かつ適切であることを確保
するため、企業理念・ビジョン・行動原理を掲げ、具体的な行動指針を規定しこれを遵
守するとともに、社内に浸透させるための施策を継続的に実施する。
・使用人は「コンプライアンス規程」に従い、法令、定款及び社会規範を遵守した行動を
とる。
・コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通報規程」を制定
しており、社内及び社外の通報窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び早期発
見に努める。また、不正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう
通報者等の保護義務を定める。
・「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長直轄の内部監査担当者による内部監査を実
施し、使用人の職務の執行が適切に行われているか検証する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及び監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社の使用人から監査
役補助者を任命する。
・監査役の職務を補助すべき使用人の職務が円滑に行われるため、当該使用人の業務の遂
行、業務量、人事評価等の体制整備に努めるとともに、当該使用人の人選、人事異動、
人事評価及び懲戒等については監査役会と事前に協議し、同意を得ることとする。

⑦ 監査役の使用人に対する指示の実効性に関する事項
・当該使用人は監査役の指揮命令下に置き、労務管理を行うものとし、その人事について
も監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
・監査役は取締役会のほか、重要会議への出席を通じて取締役及び使用人からの報告を受
ける。
・監査役と内部監査との連携体制が実効的に構築・運用されるよう、取締役又は取締役会
に対して体制の整備を要請する。
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⑨ 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
・監査役に対して通報等を行った者は、そのことを理由としていかなる不利益な取扱いを
受けない旨、内部通報規程により規定し、社内ポータルページにてその旨を記載・周知
することを徹底する。
・監査役は通報等を行った者が不利益な扱いを受けないことが確保されているかを確認す
る。

⑩ 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求した時
は、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ
た場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとする。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法
令に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査役
に報告する。
・内部監査担当者は、監査役に内部監査の実施状況を随時報告する。
・取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査担当者との連携を図る環境の整
備により、取締役及び使用人との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。
・監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。

⑫ 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
・「反社会的勢力対策規程」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力に対して毅
然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力とは一切関わ
りを持たない体制を整備・確立する。
・反社会的勢力排除に対する対応方法については「反社会的勢力対応マニュアル」を定
め、役職員に対する周知を行い、暴力追放運動推進センターが実施する不当要求防止責
任者講習を受講した責任者を配置するとともに、万一不当要求等が生じた際には所管警
察や顧問弁護士等と協力し、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ
適切な提出に向け内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正
に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。

① 取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適正を確保し、取締役の職務執行の効
率性を維持しつつ、適正性を高めるために、社外取締役を１名選任しております。

② 会社のリスクを適時適切に分析し、その対応策を検討するとともに、対応の結果を検討
する等の目的でリスクマネジメント委員会を四半期に一度開催しております。また、役
職員のコンプライアンス意識を高めるため、法令等に関する基礎的な研修から法令改正
への対応研修等も含めた研修計画を策定・実施するほか、内部監査結果の共有、内部通
報制度の利用状況報告、企業理念等浸透施策の立案、適時適切な規程類の改訂検討等を
行うコンプライアンス委員会を四半期に一度開催しております。

③ 監査役は、その全員を社外監査役としており、より実効性のある監査が行われる体制と
しております。監査役会は13回開催され、監査役は全て出席しております。

④ 監査役は、監査役会において定めた監査役監査計画に基づき監査を行うとともに、代表
取締役社長、他の取締役、社外取締役を含めた社外役員、内部監査担当者、会計監査
人、当社の使用人との間で意見交換会を実施しており、意見や情報の交換を行うことで
連携を図りながら効果的な監査を実施しております。

⑤ 内部監査担当者は、内部監査計画に基づき、自己が所属する部門を除く各部門への監査
を相互に実施しており、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、必
要に応じて改善が実施されたことを確認するためのフォローアップ監査を実施しており
ます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表
（2022年11月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 1,651,638 流動負債 493,592
現金及び預金 1,376,062 １年内返済予定の長期借入金 14,260
売掛金 241,494 未払金 286,628
その他 34,081 未払費用 29,972

固定資産 123,324 賞与引当金 3,634
有形固定資産 28,519 未払法人税等 94,994
建物 20,282 未払消費税等 44,461
工具、器具及び備品 8,236 その他 19,641
無形固定資産 1,471 固定負債 10,050
ソフトウエア 1,471 資産除去債務 10,050
投資その他の資産 93,334 負債合計 503,642
従業員に対する長期貸付金 8,999 （純資産の部）
差入保証金 36,399 株主資本 1,271,320
繰延税金資産 47,854 資本金 372,722
その他 80 資本剰余金 280,722

資本準備金 280,722
利益剰余金 617,926
その他利益剰余金 617,926
繰越利益剰余金 617,926

自己株式 △50
純資産合計 1,271,320

資産合計 1,774,963 負債・純資産合計 1,774,963
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損益計算書
（2021年12月１日から2022年11月30日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 1,339,199
売上原価 633,149
売上総利益 706,049
販売費及び一般管理費 492,745
営業利益 213,304
営業外収益
還付加算金 100
受取利息 189
その他 0 290

営業外費用
支払利息 173 173
経常利益 213,421
税引前当期純利益 213,421
法人税、住民税及び事業税 91,972
法人税等調整額 △29,866 62,105
当期純利益 151,316
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株主資本等変動計算書
（2021年12月１日から2022年11月30日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 372,722 280,722 280,722 466,609 466,609
当 期 変 動 額
自 己 株 式 の 取 得
当 期 純 利 益 151,316 151,316
当 期 変 動 額 合 計 － － － 151,316 151,316
当 期 末 残 高 372,722 280,722 280,722 617,926 617,926

株主資本
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
当 期 首 残 高 － 1,120,054 1,120,054
当 期 変 動 額
自 己 株 式 の 取 得 △50 △50 △50
当 期 純 利 益 151,316 151,316
当 期 変 動 額 合 計 △50 151,266 151,266
当 期 末 残 高 △50 1,271,320 1,271,320
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個別注記表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、建物（2016年11月30日以前に取得した建物附属設備を除く）につ
いては定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ３～18年
工具、器具及び備品 ３～15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ
いております。

２．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。なお、貸倒実績率及び貸倒懸念債権等特定の債権がないため、当事業年度
においては貸倒引当金は計上しておりません。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担

額を計上しております。
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３．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業であるＭ＆Ａアドバイザリー事業
における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
・基本合意報酬
譲渡希望者と買収希望者の間で基本合意（独占交渉権の付与等を含む）がなされ、当社
と顧客の間で締結した契約に定める基本合意に関する支援業務が完了した時点で収益を
認識しております。
・成功報酬
譲渡希望者と買収希望者の間で株式譲渡等の最終契約が締結され、当社と顧客の間で締
結した契約に定める株式譲渡等に関する支援業務が完了した時点で収益を認識しており
ます。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益
認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84条ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っておりますが、当該会計基準の適用以前より計上していた収益の認識
時点と相違がないため、当該会計基準の適用による当事業年度の損益及び利益剰余金期首
残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時

価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項
及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来
にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の計算書類に与える影響はあ
りません。
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Ⅲ．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 9,511千円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
１．当事業年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 2,863,500株

２．当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
普通株式 35株

３．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

４．当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
普通株式 99,180株

Ⅴ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 5,775千円
未払金 38,251 〃
資産除去債務 3,073 〃
その他 7,416 〃
繰延税金資産小計 54,516千円
評価性引当額 △1,941 〃
繰延税金資産合計 52,574千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 2,263千円
その他 2,455 〃
繰延税金負債合計 4,719千円
繰延税金資産純額 47,854千円
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Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は資金計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。ま
た、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っており
ません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未払金は、そのほと
んどが２ヵ月以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、償還日は決算日後、最長で１年以内であ
ります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権については、取引に先立ち顧客の信用リスクを把握し、信用リスクの高い取
引先とは取引を行わない方針とするとともに、支払期日を１ヶ月以内に設定する等回収
の早期化により、リスクを低減しております。
② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
営業債務については、各部署からの報告に基づき管理部が月単位で入出金管理表を作

成・更新するとともに、十分な手元流動性を維持すること等によりリスクを管理してお
ります。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
時価等を注記すべき重要な金融商品はありません。

（注）１．「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「未払費用」及び「未払法人税等」については、現金であ
ること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略
しております。

２．重要性に乏しいと認められる金融商品については、記載を省略しております。
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Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

Ⅷ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収
益を分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
当事業年度

基本合意報酬 73,395
成功報酬 1,224,042
その他 41,760
合計 1,339,199

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
履行義務に関する情報は、「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 ３．収益及び費
用の計上基準」に記載しております。
当社の取引に関する通常の支払条件は、履行義務を充足してから概ね１ヶ月以内に支払期

日が到来するものであり、重要な金融要素は含まれておりません。

３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

該当事項はありません。
（2）残存履行義務に配分した取引価格

該当事項はありません。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 443円98銭
１株当たり当期純利益 52円84銭

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2023年１月12日

株式会社オンデック
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 宅 潔

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 村 圭 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オンデックの2021年12月１日か

ら2022年11月30日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年12月１日から2022年11月30日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年１月19日
株式会社オンデック 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 村 田 健一郎 ㊞

社外監査役 森 山 弘 毅 ㊞

社外監査役 野 村 政 市 ㊞

以 上
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